
ロスカット制度利用特約新旧対照表 
2010 年 9 月 21 日改定 

新 旧 
ロスカット制度利用特約 
 
第３条（維持率調査） 
 維持率調査は、次の各号に定める時刻の前後５分以内に行う。 
（１）午前９時３０分 
（２）午後 5 時３０分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロスカット制度利用特約 
 
第３条（維持率調査） 
 維持率調査は、次の各号に定める時刻の前後５分以内に行う。 
（１）午前９時３０分 
（２）午前１０時３０分 
（３）午前１１時３０分 
（４）午後１２時３０分 
（５）午後１時３０分 
（６）午後 2 時３０分 
（７）午後 5 時３０分 
（８）午後 6 時３０分 
（９）午後 7 時３０分 
（１０）午後 8 時３０分 
（１１）午後 9 時３０分 
（１２）午後 10 時３０分 
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新 旧 
第９条（本特約の変更） 
 委託者は本特約が法の変更、監督官庁の指示、その他必要に応じて変更

される場合のあることを了承する。 
２．当社は、本特約を変更した場合、委託者に対して遅滞なくその変更さ

れた内容を通知する。 
３．当社は、前２項の変更について、委託者から所定の期日までに異義の

申立てがない場合、委託者が変更に同意したものとみなす。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９条（新設） 
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